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市保健所 来訪者店舗・
イベント会場等

※QRコードは、（株）デンソーウェーブの
　商標登録です。

（問）……問い合わせ先　㊡……休み

宮崎市版365日誕生花フラワーポットづくり講座 総選挙セレモニー

じゃぶじゃぶ紙漉
す

き体験！ビギナーでもできる♡水引アクセサリー作り

４月の誕生花を取り入れた寄せ植えの作り方などを学
びます。初めての人でも簡単ですよ！

第6回動物総選挙で１位になった動物に投票した人の中
から抽選で5名を招待し、記念品をプレゼントします♪

和紙を漉
す

いてハガキを作りましょう！好きなパーツを入
れて自由にデコレーションしてね♪

縁起物として魔除けや縁結びのモチーフとされてきた水
引を使って、イヤリングやピアスを作ります。

4月22日（木）10:00～11:00
赤江東地区交流センター（恒久6-11-4）
定員：14人（多いときは抽選）※初めての人優先　料金：500円
　　 軍手、はさみ持参

4月11日（日）11：00～11：15
宮崎市フェニックス自然動物園（塩路浜山3038-42）
料金：無料（入園料別）※招待者は入園料無料

4月18日（日） ①10:30～12:30　②14:00～16:00
みやざきアートセンター（橘通西3-3-27）
定員：小学生以下、各回５人（小学１、２年生は保護者同伴）
料金：参加費500円※和巧絶佳展（P15に掲載）入場券の提示
　　 が必要
汚れてもいい服装またはエプロン、手拭き用タオル持参

4月25日（日） ①10:30～12:30　②14:00～16:00
みやざきアートセンター（橘通西3-3-27）
定員：高校生以上、各回8人
料金：参加費1,000円※和巧絶佳展（P15に掲載）入場券の提示
　　 が必要

（問）景観課　 21-1817　 21-1816
3月19日（金）までに電話またはFAXで申込 （問）同会場　 39-1306　 39-1300　㊡水曜

（問）同会場　 22-3115　 22-3116
3月18日（木）9:00より電話で申込受付開始

（問）同会場　 22-3115　 22-3116
3月25日（木）9:00より電話で申込受付開始

※この欄は、広告です。掲載されている広告の内容などの問い合わせは、直接広告主へお願いします。
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宮崎市コロナ通知システム【C
コント

oNTo】の積極的な活用をお願いします新型コロナウイルス
ワクチン接種の
相談のための
コールセンターを
設置します

施設や店舗等を利用した際やイベント参加の際に、各所に掲示されたQRコー
ドからメールアドレスをご登録いただくと、利用者や参加者の中から、新型コ
ロナウイルス感染症患者が確認された場合、場所や時間帯等を参考に接触の
可能性のある方に対し、登録されたメールアドレスあてに市から健康観察の
お願いや相談センター等をご案内するメールを送信します。

（問）健康支援課　 29-5286　 29-5208

■対象　 パソコンを用意・持参できる人、講習修了
後にボランティア活動が可能な人

■日程　５月～令和４年３月　13:30～15:30
　　　　点訳 第２・４火曜、音訳 第１・３金曜
■場所　県立視覚障害者センター
　　　　（江平西2-1-20）
■料金　無料（テキスト代実費）
■申込　 希望する講座名（点訳もしくは音訳）、氏名、

住所、電話番号を３月30日（火）までに電
話またはFAXで県立視覚障害者センター
へ。説明会は点訳４月13日（火）、音訳4月
9日（金）。いずれも13:30から

（問）県立視覚障害者センター� 22-5670� 38-8730
　　障がい福祉課�� 21-1772�� 21-1776

■コールセンター番号
　0985-78-0567（ワクチンコロナ）

　（相談受付）

■設置開始日
　２月下旬予定

■受付時間
　8:30～19:00
（土・日曜・祝日を含む全日）

※詳細は４月号にて掲載
健康支援課

精神科医による「こころの健康相談」 ［相談日時］３月25日（木）13:30、14:30、15:30
 （定員3組、各50分程度、前日までに電話で申し込む）
 ［場所］市保健所　［問］健康支援課　TEL29-5286　FAX29-5208

自殺防止SNS相談　LINEやチャットで悩みを相談してみませんか？

DV・セクハラなどの電話相談 ［相談日時］9:00～17:00（受付16:30まで）火曜、祝日・休日、年末年始を除く
 ［問］宮崎市男女共同参画センター「パレット」　TEL25-2057
性的少数者専用の電話相談 ［相談日時］毎月第3日曜 9:00～12:00　※メール相談は随時（パレットのHPから）
 ［問］宮崎市男女共同参画センター「パレット」　TEL22-0022

［相談日時］全て月～金曜 8:30～17:15（祝・休日、年末年始を除く）
児童虐待の相談 ［問］子育て支援課 子ども相談室　TEL21-1766　FAX27-0752
高齢者虐待の相談 ［問］介護保険課　TEL21-1777　FAX31-6337 または地域包括支援センター
障がい者虐待の相談 ［問］障がい福祉課　TEL21-1772　FAX21-1776
 　　または市障がい者総合サポートセンター　TEL63-2688　FAX53-5540

こ
こ
ろ
の
悩
み

人
間
関
係
な
ど

虐
待
な
ど

市では、弁護士によ
る法律相談などさま
ざまな相談を受け付
けています。詳しく
は市ホームページか
らも確認できます。

相談
窓口

厚生労働省　SNS相談

視覚障がい者の鍼灸マッサージ業を支援します 点訳・音訳ボランティア養成講習会

健  康  •  福  祉 Health & Welfare 

鍼灸治療院などの新規開設や、開設後に治療機器を整備
する際の費用の一部を補助します。
■対象　 市内在住で、市内で事業を行い、次の①②いずれ

にも該当する人
①  身体障がい者手帳の交付を受け、視覚障がい

の記載がある
②  あんま、マッサージ、はり、きゅうの免許証を所

持し、所得税非課税世帯に属している
■補助金額（上限） 新規開設30万円、開設後の整備10万

円。開設後の整備について、過去に補助
を受けたことがある場合は、前回の補
助決定日から６年を経過していること

■申込　直接、障がい福祉課窓口へ
（問）障がい福祉課　 21-1772　 21-1776

詳しくは
こちら
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